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いじめ対策基本方針（別紙１）

校内指導体制

いじめ・不登校対策委員会

校長、教頭、生徒指導担当教諭、各学年経営担当教員、養護教諭

（ スクールカウンセラー、SSW、生徒会担当教員、該当学級担任、心の教室相談員）

校内組織 家庭や地域・関係機関との連携

企画委員会（月１回）

生徒指導委員会（週１回） ＰＴＡ

いじめ対策委員会（発生時） 学校運営協議会

教育支援委員会（月１回） 中・高・警察・育成センター連絡会

１学年 （週１回）

２学年 幼・小・中・高連絡会（学期１回）

３学年 赤穂中学校区サポート会議（学期１回）

特別支援学級 市子育て健康課及び姫路こどもセンター


